
【資料３】

協議事項①

令和８年度地域間幹線系統確保維持計画の

変更について

令和８年度 第１回福崎町地域公共交通活性化協議会

令和８年６月１７日（水）





様式第１－２（日本産業規格Ａ列４番）

福 ま ち 第 号

令 和 ８ 年 月 日

国土交通大臣 殿

氏名又は名称 福崎町地域公共交通活性化協議会

住 所 兵庫県神崎郡福崎町南田原 3116-1

代 表 者 氏 名 会長 （ 会 長 氏 名 ）

地域公共交通計画変更認定申請書

令和７年９月２５日付け国総地第１４４号で国土交通大臣より認定された地域公共

交通計画を別紙のとおり変更したいので、関係書類を添えて申請します。

○ 変更日

○ 変更箇所

表６および表７

○ 変更理由

車両減価償却費補助に関して、神姫バスの減価償却方法が定率法から定額法に

変更されたことに伴い、当該補助金の算定方法についても即した形に見直す必要

があるため。

※本申請書に、変更する事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。

※「変更理由」は、具体的に記述すること。
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表６　車両の取得計画の概要

都 道 府 県
（ 市 区 町 村 ）

バ ス 事 業 者 等 名 補 助 対 象 車 両 数 車両減価償却費等に要する国庫補助額（千円）

神姫バス株式会社 4 48

兵庫県
（福崎町）
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表７　車両の取得を行う事業者（車両減価償却費等国庫補助金）

１．車両取得の概要

２年目以降（令和 8 年度）

姫路駅前～奥猫尾～社
姫路駅前～南山田～北条営業所

姫路駅前～南大貫～北条営業所

姫路駅前～杉之内～前之庄
姫路駅前～塩田～前之庄

【購入車両減価償却費】

○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）※法令で認められた場合を除き、年度間での変更不可

【車両購入金融費用】

○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

事業者名 神姫バス株式会社

当該年度 初年度

初年度ﾍの額＝ﾅ ｳ ﾑ＋ｳ＝ﾉ ｵ ｸ ﾔ ﾏ×1/2=ｹ ﾗ-ﾏ=ﾌ

ﾅの額以内＝ｺ ｴ ﾃ ｱ ｱ×1/2=ｻ

負担者とその負担割合
都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

ﾏ＋ｱ ｹ＋ｻ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申請番号

北近畿 4～7 第3・6・7・8・13号 第4・7・8・9・15号

定額法

申請番号
補助対象限度額

（円）
残存価額（円）

普通償却限度額
（円） 特別償却額（円） 償却限度額（円）

事業者償却額
（円）

ﾉとｵのうち少ない
方の額（円）

償却期間（月）
補助対象経費

計画額（千円）
＊残存価格

（円）
前年度ﾌ（2年目のみ

ﾀ）の額＝ﾗ
（定率法）ﾗ×0.4＝ム
（定額法）ﾅ×0.2＝ム

ｸ×ﾔ÷１２（月）=ﾏ
（最終年度）ｸ＝ﾏ

4 15,000,000 6,600,000 3,000,000 0 3,000,000 831,273 831,273 12 831,273 円 415.6 5,768,727

5 15,000,000 6,600,000 3,000,000 0 3,000,000 831,273 831,273 12 831,273 円 415.6 5,768,727

6 15,000,000 6,600,000 3,000,000 0 3,000,000 831,273 831,273 12 831,273 円 415.6 5,768,727

7 15,000,000 6,600,000 3,000,000 0 3,000,000 831,273 831,273 12 831,273 円 415.6 5,768,727

計 60,000,000 26,400,000 12,000,000 0 12,000,000 3,325,092 3,325,092 3,325 千円 1,662 23,074,908

申請番号
金融費用補助対

象額（円） 償還期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（月）

今年度償還回数 借入利率（％）
年利　　

ｴと2.5％のうち低
い方の率（％）

補助対象経費 計画額（千円）

（自） （至）

円

円

計 千円

補助対象経費（千円） 計画額（千円） 補助ブ
ロック名

申請
番号

「その他の者」の
具体的概要

3,325 1,662 北近畿 1～3 220,000円 13% 1,440,000円 87% 2,400円 

合計 220,000円 1,440,000円 2,400円 
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表６　車両の取得計画の概要

都 道 府 県
（ 市 区 町 村 ）

バ ス 事 業 者 等 名 補 助 対 象 車 両 数 車両減価償却費等に要する国庫補助額（千円）

神姫バス株式会社 4 153

兵庫県
（福崎町）
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表７　車両の取得を行う事業者（車両減価償却費等国庫補助金）

１．車両取得の概要

２年目以降（令和 8 年度）

姫路駅前～奥猫尾～社
姫路駅前～南山田～北条営業所

姫路駅前～南大貫～北条営業所

姫路駅前～杉之内～前之庄
姫路駅前～塩田～前之庄

【購入車両減価償却費】

○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）※法令で認められた場合を除き、年度間での変更不可

【車両購入金融費用】

○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

事業者名 神姫バス株式会社

当該年度 初年度

初年度ﾍの額＝ﾅ ｳ ﾑ＋ｳ＝ﾉ ｵ ｸ ﾔ ﾏ×1/2=ｹ ﾗ-ﾏ=ﾌ

ﾅの額以内＝ｺ ｴ ﾃ ｱ ｱ×1/2=ｻ

負担者とその負担割合
都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

ﾏ＋ｱ ｹ＋ｻ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申請番号

北近畿 1～4 第3・6・7・8・13号 第4・7・8・9・15号

定率法

申請番号
補助対象限度額

（円）
残存価額（円）

普通償却限度額
（円） 特別償却額（円） 償却限度額（円）

事業者償却額
（円）

ﾉとｵのうち少な
い方の額（円）

償却期間（月）
補助対象経費

計画額（千円）
＊残存価格

（円）
前年度ﾌ（2年目の
みﾀ）の額＝ﾗ

（定率法）ﾗ×0.4＝
ム

（定額法）ﾅ×0.2＝

ｸ×ﾔ÷１２（月）=ﾏ
（最終年度）ｸ＝ﾏ

1 15,000,000 6,600,000 2,640,000 0 2,640,000 4,036,050 2,640,000 12 2,640,000 円 1,320.0 3,960,000

2 15,000,000 6,600,000 2,640,000 0 2,640,000 4,036,050 2,640,000 12 2,640,000 円 1,320.0 3,960,000

3 15,000,000 6,600,000 2,640,000 0 2,640,000 4,036,050 2,640,000 12 2,640,000 円 1,320.0 3,960,000

4 15,000,000 6,600,000 2,640,000 0 2,640,000 4,036,050 2,640,000 12 2,640,000 円 1,320.0 3,960,000

計 60,000,000 26,400,000 10,560,000 0 10,560,000 16,144,200 10,560,000 10,560 千円 5,280 15,840,000

申請番号
金融費用補助対

象額（円） 償還期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（月）

今年度償還回数 借入利率（％）
年利　　

ｴと2.5％のうち低
い方の率（％）

補助対象経費 計画額（千円）

（自） （至）

円

円

計 千円

補助対象経費（千円） 計画額（千円） 補助ブ
ロック名

申請
番号

「その他の者」の
具体的概要

10,560 5,280 北近畿 1～4 704,000円 13% 4,576,000円 87% 円 

合計 704,000円 4,576,000円 円 
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(変更前)


